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はじめに

　医療技術の進歩等を背景に医療的ケアが必要な児童は増加傾向にありますが、地域においては、医
療的ケア児等を支援できる環境が未だ十分に整備されていない状況にあります。
　また、医療的ケア児等が抱える課題は多分野にわたっており、家族背景もそれぞれに違いがあり、個
別な対応が求められるうえ、必要なサービスも多岐に渡っています。
　2016年5月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の
一部を改正する法律」が制定され、地方公共団体は日常生活を営むために医療を要する障害児が、その
心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉、その他各分野の支援を受けられるよう、各関連分野が連
携した支援を行うための体制整備に努めなければならないとされています。
　更には、医療的ケア児等とその家族の地域生活支援の向上を図ることを目的として、2019年4月1日
から、「医療的ケア児等総合支援事業」（厚生労働省社会・救護局障害保健福祉部長通知）が実施さ
れました。
　2021年6月には、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和3年法律第81号）」
が公布され、2021年9月18日から施行されました。この法律は、医療的ケア児及びその家族の地域生
活を社会全体で支え、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団
体相互の緊密な連携の下に切れ目なく行われなければならない等を基本理念としています。
　郡山市では2019年医療的ケア児等の支援に関するワーキンググループ（協議の場）を設置し、医療的
ケア児等と家族の支援体制の構築に着手しました。2020年4月には医療的ケア児等コーディネーター
を障がい福祉課に配置し、相談窓口の機能強化及びサービス拡充に向けた取り組みを進めています。
　2021年4月に医療機関を含む医療的ケア児等とご家族の支援に関わる関係機関から選出された委
員で構成する「郡山市医療的ケア児等支援調整会議」を設置し、医療、福祉、保健、教育、行政等の連
携・協働を強化するためのルールづくりを行ってきました。
　このルールは、医療的ケア児等とそのご家族が地域の中で安心して生活ができるよう、①日常の生
活支援及び有事の際等の支援　②入院から退院、在宅移行する際の退院調整　③医療的ケア児等の
成長に合わせたライフステージ毎の支援　④災害時の対応の４項目について、委員のほか、医療、福祉
関係の方々にもご参加いただく機会をもうけ多方面（多職種）の方々の意見もいただきながら、検討・
協議を行い、関係機関が連携・協働しやすくするための共有のツールとして策定しました。
　医療的ケア児等とそのご家族を地域及び関係機関による支援チーム全体で支えるため、関係機関の
皆様でつくり上げたルールの内容を多くの方々に共有していただき、郡山市医療的ケア児等生活支援
調整の手引き（通称：いけあキッズ郡山ルール）の普及・活用にご協力くださいますようお願い申し上げ
ます。

１　郡山市医療的ケア児等生活支援調整の手引き策定の目的

　医療的ケア児等とご家族が、安心して地域の中で在宅生活が送れるよう、医療機関（病院）や福祉、
保健、教育、保育、行政等の関係機関が連携し、医療的ケア児等の成長発達に合わせた切れ目のない
支援体制を整備することにより、医療的ケア児等とご家族の地域生活支援の向上を図ることを目的と
します。

２　郡山市医療的ケア児等生活支援調整の手引きの基本的な考え方

１）生活の主体である本人、ご家族を医療、福祉、保健、教育、保育、行政等の多職種・多機関による支援
チームの連携・協働により、災害時の対応を含めた日常生活および社会生活をチームで支えていく。

２）本人・ご家族の思いを尊重した支援を行う。
３）誰一人取り残さず、本人の成長発達に合わせた切れ目のない支援を行う。

■多職種連携・協働の目的：異なる職種の人が
一か所に集まって情報共有するコミュニケー
ションプロセスを意味するものではなく、共
通の目的をもつ多職種が主体的に協力関係を
構築して、目的達成に向けて取り組むこと

　医療的ケア児等とその家族が中心であるとい
う前提を共通認識としたうえでチームの中で
それぞれの専門性を発揮しながら、本人・ご
家族の願いに結び付けるため、共に力を合わ
せていくこと

●多職種連携・協働による支援チーム

３　対象となるこども（医療的ケア児等）　

１）日常生活の中で長期にわたり医療的ケアを必要とするこども
２）重症心身障害児
３）超未熟児や重度の疾患、障がい等により、在宅生活において養育者も含めた支援が必要であると医
療機関及び関係機関が認めたこども

医療

医療的
  ケア児等・
ご家族

行政

福祉

保健

教育

保育

ポイント

医療的ケア児等コーディネーター
　総合相談窓口、支援チームの調整役・サポート、医療・福祉・保健・教育等を
　包括的にコーディネート、医療的ケア児等支援ネットワークづくり等
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①支援チーム（関係機関図の作成）…P5、P16 参照

②共有情報（基本データ）の作成（＊子育てサポートブック～
いけあキッズ郡山ver～）…P15～17参照
　＊ふくしまサポートブック～医療的ケアver～の名称を、県の許可のも
と、「郡山版名称」に変更しました。

③医療・福祉・教育等の関係者間への個人情報提供に係
る本人・ご家族の同意…P20 参照

④関係機関へ関係機関図・共有情報等の提供（共有）
⑤関係機関図・共有情報の更新

４　郡山市医療的ケア児等生活支援調整の内容

◇本人・ご家族の入院及び支援を要する出来事、困り感を早期に把握及び支援するため、普段からチー
ムで連携する。

＜支援チームと関係機関間の情報共有＞

＜支援チームの調整役＞
調整役の役割：関係機関との連絡・調整（ケース会議の開催と参加者の調整も含む）、本人やそのご家
族に対し、生活上の助言や日常生活に必要なサポートをコーディネートします。

※　郡山市在住（避難等をされている方も含む）
※　18歳（年度末）まで、若しくは高等学校3年生卒業まで
※　入退院時及び在宅のこども（施設入所中、長期入院中は除く。但し、関係機関が在宅移行支援が
必要とみなした場合はその限りではない）

※　障がいの有無や程度は問わない。

医療的ケア児とは
医療的ケア児とは、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要
な児童をいう。（平成28年6月3日付け厚労省、内閣府、文科省の連名通知から）

※　郡山市における医療的ケア項目の「その他」の解釈について
　　●てんかん発作時の座薬挿入、浣腸（市販のディスポーザブル浣腸器以外）等が含まれます。
　　（⇒医薬品を使うケア）
　　　
　　●医療の進歩に伴い高度な医療機器を使用する等、医師の指示、指導のもと在宅でご家族が日常

的に行う医療的行為について、今後、医療的ケアの範囲と必要性の拡大が考えられます。
　　　＜例＞カフアシスト、パーカッション、アンビュー、迷走神経刺激療法等
　　　　　（⇒医療機器を使うケア）

○　吸引
○　吸入・ネプライザー
○　気管切開部の管理
○　カニューレ
○　人工呼吸器（気管切開・マスク）
○　咽頭エアウェイ
○　酸素療法

★ 医 療 的 ケア
○　中心静脈栄養
○　経管栄養（経鼻・胃ろう・腸ろう）
○　透析
○　人工肛門
○　導尿
○　インスリン注射　　　　
○　その他

医師の指示で行う
医療的行為
（座薬、浣腸等）

●相談支援専門員がいる場合
●相談支援専門員がいない場合
●相談支援専門員がいないが委託相談員が
　いる場合
●福祉サービスを利用していない場合
●就学後

相談支援専門員
医療的ケア児等コーディネーター（郡山市）
医療的ケア児等コーディネーター（郡山市）
が委託相談員と協働で行います。
医療的ケア児等コーディネーター（郡山市）
学校教員と調整役が協働で行います

内　　　　　容 調 　 整 　 役 　

内　　　　容

１ 在宅時の支援（退院後の支援も同じ）

＜更新の方法＞
●ご家族、調整役から変更の連絡があった場合
●誕生月に変更の有無を確認

関係機関が相談及び利用
時等の契約時に同意をもら
います。

原則、ご家族が関係機関に
提供します。ご家族の同意
があれば関係機関間で情
報共有します。

備考（担当等）

障がい福祉課

〃

関係機関へメールで送付

更新後

※　チーム全体のサポートを医療的ケア児等コーディネーター（郡山市）が行います。

※　医療的ケア児等の把握と集約、基本データの管理・更新は障がい福祉課において行います。

医療的ケアの項目は以下の通りです。
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育児・社会福祉的側面

□ 新しいニーズの把握
　□ 家庭環境の変化（住環境・経済状況

の変化）
　□ 子育て上の課題（育児協力者やキー

パーソンの不在・変更時、次子の出
産、育児負担等）

　□ 保護者の心身不調（メンタル支援）
□ 災害時

等

ポイント

＜支援を要する出来事の際の対応＞
本人・ご家族は支援チームのどの機関にも相談できます。相談内容が自機関で、解決できないことがあ
る場合や情報共有が必要な場合は調整役に相談します。

＜支援を要する出来事について＞
想定される支援を要する出来事は以下のことが考えられます。

＜情報の管理・入院等の緊急時の備え＞
※　それぞれの関係機関の担当者は、本人・ご家族に入院や緊急時等に備えて、以下のものを一緒に保
管し、入院等の際はセットで持参するよう伝えるようにしましょう。

　　□　調整役（相談支援専門員や医療的ケア児等コーディネーター）の名刺や連絡先
　　□　身体障害者手帳
　　□　療育手帳
　　□　障害福祉サービス受給者証
　　□　お薬手帳
　　□　子育てサポートブック～いけあキッズ郡山 ver～
　　□　その他、入院や医療機関受診の際に必要なもの　等

※　ご家族も含めた関係機関は入院の予定がある場合や、緊急入院の場合は調整役に連絡するように
しましょう。

支援を要する出来事の際の
相談のながれ

■　ケース会議（支援の評価、制度・サービスの調整等）
　　〇 本人・ご家族の「思い」「願い」「大切にしたいこと」を確認する。
　　〇 本人・ご家族の全体像や状況を共有する。
　　〇 現時点での共通の認識とさらに未来を見据える。
　　〇 本人にとってより良い生活を送れる支援の方法を導き出す。
　　〇 各事業所の役割を確認する。
　　〇 支援チームを形成する。（それぞれの立場を理解し、協力し合えるチーム作りの場）

本人・ご家族

相談支援専門員
（調整役）

医療的ケア児等
コーディネーター
（チームのサポート・
 調整役）

こどもの医療的側面

支援チーム（方向性・力を合わせる）

相談及び情報の流れ

本人・ご家族

関係機関

調整役

関係機関

医療的ケア児等
コーディネター（郡山市）

※必要時、支援チーム内の
情報共有、ケース会議の開催

□ 病状の変化（入院等）
□ 医療的ケア新規導入、変更時
　□ 使用する医療機器（人工呼吸器、在宅

酸素、栄養注入ポンプ等）
　□ 医療的ケア（吸引、気管切開、経管栄

養、ストマ、導尿等）
□ 症状コントロールが必要な場合（栄養、
水分制限、ギブス装着等）

□ 発達支援・リハビリ
等

ライフステージにおける変化による側面

□ 就学に関する不安
　□ 学校選択の不安
　□ 就学までの流れに関する不安
　□ 就学後の医療的ケアの実施
　□ 放課後等の居場所の確保（親の離職の不安）等
□ 卒業後に関する不安
□ 地域移行後の居場所、サービスの利用等

等
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※保健師（郡山市）は、医療機関から母子保健係に送付される要支援乳児連絡票等から情報を把握し、
医療的ケア児等コーディネーターと連携しながら家庭訪問等を行い、継続した保健指導や健康管理
を行います。

入院

退院

入
院
時

退
院
の
準
備

◇　入院から退院、在宅に移行する際の関係機関の情報共有と在宅生活に向けての支援を行う。
※　支援を必要とする本人・ご家族が退院の準備をする際、関係機関にもれなく引き継がれることに
より、必要な支援がタイムリーに受けることができ、在宅生活へ円滑に移行することが大切です。

※　担当の相談支援専門員の有無の確認は、ご家族または医療的ケア児等コーディネーター（郡山
市障がい福祉課）に問合せてください。

２ 退院調整

出
生
後

入院した時から原則として３日以内に病院、調整役間
で連絡

「病院が調整役を把握」若しくは「調整役が入院を把
握」、どちらか早いほうが相手にアプローチ

福祉サービスを
受けている場合

医療的ケア児等
はじめての退院

医療的ケア児等に係る
【ハイリスク妊産婦連絡票】（※1）

【要支援乳児連絡票と支援の流れ】
（※1）

医療的ケア児等
コーディネーター

福祉サービスを
受けていない場合

相談支援専門員が
いる場合 いない場合

(セルフプラン)

相談支援専門員

入学準備：小学校就学2年前（年中時）

郡山市こども家庭
支援課母子保健係
（地区担当保健師）

医療的ケア児等
コーディネーター

□病院は在宅への退院が可能かどうか判断
□調整役は退院見込みの連絡があったら、退院調
整のため医療的ケア児等の情報共有について、
「いつ　どこで　どんな方法で行うか」病院と調整
□入院中の患者情報を共有し、相互に協力して退院
に向けた調整を行う
　◎病院担当者（看護師・MSW等）、相談支援専

門員、学校教員、医療的ケア児等コーディネー
ターとの退院調整

　◎患者・家族の意向を確認し、障がい福祉サービ
ス事業所等と調整

　◎退院前カンファレンスの開催（災害時の対応を
含む）等

病 院

調整役

□退院日が決定したら病院は調整役（及び訪問看護）
に連絡
□調整役は関係機関と情報共有

□必要に応じて、病院と調整役は「看護サマリー」や
「サービス利用計画書」等の情報提供を行う （※1）母子保健法  第13・19条

(県)妊婦連絡票等活用事業
（※2）必要と判断されるこども

（
医
療
機
関
）

産
婦
人
科
・
小
児
科

要
支
援
乳
児
連
絡
票

要
支
援
乳
児
訪
問
等
結
果
連
絡
票

要
支
援
乳
児
の

診
察
・
治
療

（
市
町
村
）

郡
山
市
母
子
保
健
係

訪
問
等
の
実
施

退院後

入院時
の連絡

調整役

退院
調整

退院日

退院後

出
生
前

※ 高等学校卒業後においてもチームの引継ぎにより多職種間連携・協働が継続されます。
※ 引継ぎのための関係機関の情報共有は、可能な限り「子育てサポートブック～いけあキッズ郡山
ver～」を活用します。

入
学

卒
業

卒
業
後

学
齢
期

乳
幼
児
期

多
職
種
連
携
と
協
働
（
医
療
・
福
祉
・
保
健
・
教
育
・
行
政
等
）

支援チームネットワーク（「在宅時」と同じ）

◇　ライフステージの変化、成長発達に合わせてチームで切れ目のない支援を行う。
※　ライフステージが変化する際は、各ステージに応じて数か月前から1年前（卒業の１年前）を目途
に、支援チームによるケース会議を開催します。

※　ケア会議で本人・ご家族の思いや大切にしたいこと、必要な情報などを共有し、チームでアセス
メント、見立ての形成（到達目標、時期の設定）、手立ての共有（支援の方法）、役割分担等をします。

※　ケース会議の開催：原則、①就学前　②小学校卒業前　③中学校卒業前　④高等学校卒業前
　　その都度、ケース会議開催の必要性を判断します。

３ ライフステージ毎の支援

□ 保育所、児童発達支援事業所等の利用開始時の情報共有・ケース
　 会議の開催（「在宅時」に準じる）(※2)

□ a 就学に関する勉強会・相談会（ニコニコこども館）、地域支援センター
　 （支援学校）の教育相談会、学校見学等の案内
□ b 対象児の情報提供を行う（障がい福祉課→総合教育支援センター）

入学準備：小学校就学1年前（年長時）
□ 上記 a b に同じ
□ ①就学前：ケース会議の開催（※2）
□ 情報共有　（「在宅時」に準じる）

入学後
□ 必要時情報共有　（「在宅時」に準じる）
□ ②小学校卒業前：ケース会議の開催（※2）

中学校進学
□ 必要時情報共有　（「在宅時」に準じる）
□ ③ 中学校卒業前：ケース会議の開催（※2）

高等学校進学
□ 情報共有
□ ④ 高等学校卒業前：ケース会議の開催（※2）

卒業前
□ 地域移行カンファレンスの開催

本人・ご家族

本人・ご家族

支援チームの構
成は、本人・ご
家族の背景及
びライフステー
ジによって変化

医療機関　外来・SW
保育所・認定こども園等
児童発達支援事業所
福祉サービス事業所

医療的ケア児等コーディネーター

相談支援専門員
訪問看護
地域支援者
行　政

本人・ご家族

医療機関　外来・SW
生活支援事業所等

相談支援専門員
訪問看護
地域支援者行　政

医療機関　外来・SW
（教育委員会）

総合教育支援センター

医療的ケア児等
コーディネーター

地域の学校
放課後等デイサービス等
相談支援専門員
訪問看護
地域支援者
行　政

福祉サービス事業所（者）

チームの引継ぎ

チームの引継ぎ

個別移行支援計画

医療機関
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（１）防災メールマガジン の登録
URL: https://bousai.koriyama ｰ fukushima.jp/contact2
URL: https://bousai.koriyama ｰ fukushima.jp/sp/mag/

※　医療的ケア児等医療情報共有システム（ MEIS ）の積極的な登録
　　厚生労働省のホームページ
　　医療的ケア児等医療情報共有システム（MEIS）
　　URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09309.html

ポイント
■ 次のステップへの移行支援
　 医療的ケア児等の理解、医療的ケアの行為、技術の習得等については、本人・ご家族の同
意を得て支援者が病院通院同行や、本人と支援者が共に事業所、学校体験・見学等を相
互に積極的に行うことで、ケアの向上や安心・安全な生活、サービスの利用につなげてい
きます。

◇災害時の備えとして平常時より、本人、ご家族に以下のことを伝える。

＜災害への備え＞
※ 災害に関する情報の入手
市内で発生した災害情報や避難指示等の住民避難情報について、さまざまな手段で配信しています。

４ 災害時の対応

※　停電時の備え
　　□ バッテリーや予備電源の準備
　　□ 携帯用酸素ボンベやアンビューバック（蘇生バック）の準備
　　□ 退院時に電力会社に「 停電時の要対応者 」として登録
　　□ 停電時は、あわてないで電力会社に連絡

※　緊急対応シートの作成

　　① ご家族と協同で、障がい福祉課がサポートしながら一緒に作成
 退院時は退院前カンファレンスで協議
　　② ご家族が医療機関に確認、修正
　　③ ご家族は、関係機関へ情報提供

※　災害時の協力者を確保
　　□ 安否確認や関係機関への連絡等をしてくれる支援者（近隣者、町内会、民生委員など）を見つけ

ておく。
　　□ 避難行動要支援者避難支援制度の登録を行う。登録情報は、地域支援者（町内会、自主防災組

織、民生委員）、警察署、消防機関などに提供される。

※　避難場所・避難経路 の確認
　　□ 事前に、指定避難所及び福祉避難所や車中避難場所、避難経路の確認を行う。
　　● 郡山市地理情報システムにより個別に避難所や道路（避難経路）、河川等の地理状況、民生委
 員の情報などをご家族に提供
　　□ 避難所以外の分散避難を検討する。
　　● 安全な地域にいる親戚や友人などの家への避難
　　● 旅館・ホテルなどへの避難
　　● 安全な場所での車中避難
　　● 自宅の2階などへの垂直避難
　　● 要配慮者の避難（人工呼吸器等を装着している場合、危険が迫ることが予測できるときは、
　　　 病院のソーシャルワーカー等に早めに相談）
　　　 …P11 ＜災害発生時の判断＞
　　　 …P12 ＜避難時：主治医がいる病院で受入れが困難な場合のフロー＞
 P11、 P12 は、子育てサポートブック～いけあキッズ郡山 ver～に綴りご家族に渡す。
　　● 短期入所やレスパイト入院は、日頃から複数機関の利用を積極的に行い、災害時に受入れ可能

な機関を確保しておく。

※　非常用持出品の準備
　　□ 平時より非常用持出品の確認をしておく。

QRコード

（２）防災フェイスブック （３）防災こおりやま Twitter
ユーザー名@bousai_koriyama

QRコード

QRコード

QRコード

シート作成の方法

パソコン

スマートフォン
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＜災害発生時の判断＞
※ ライフライン（電気、ガス、水道）や使用中の医療機器に被害がなければ、在宅で様子をみる。
　 ⇒被害が出て、２時間以内をめどに、避難行動等を考えましょう。
※ 明るいうちに次の行動にうつせるように準備し判断しましょう。

抜粋）厚生労働省科学研究費補助金　
 難治性疾患克服研究事業「重症難病患者の地域医療体制の構築に関する研究」班
 災害時難病患者支援計画策定検討ワーキンググループ資料（平成20年3月）　改変

＜避難時：主治医がいる病院で受入れが困難な場合のフロー＞

避難する場合も在宅にいる場合も、できれば連絡の可能な関係機関に一報をいれて下さい

医療機器（人工呼吸器、吸引器）
に異常がありますか？

ライフライン（電気、ガス、水道）
に被害がありますか？

ライフラインの復旧の目途
が立たない場合

明るいうちに避難できるよう、
避難の準備を始めましょう

代わりの人工呼吸器や
吸引器の手配ができる

被災後２時間で次の行動を検討しましょう

あり できない できる

あり

あり なし

なし

なし

①病院に連絡　昼：外来　　夜：時間外受付
（氏名、病名、状態、入院希望であることを伝える）
②消防署に救急車要請
※ 病院で受入れ不可の場合は、次ページ＜避難時：主治医がい
る病院で受入れが困難な場合のフロー＞参照

※いつでも避難できるように
準備だけはしておきましょう

在宅で様子をみる
避難

在宅が困難

ライフラインの復旧の目
途が立った場合

（概ね１２時間以内）

介護者の負傷や家屋の被害、
警戒レベル３「高齢者等避難」の
発令は、出ていませんか

災害発生

※　医療的ケア児等医療情報共有システム（ MEIS ）の活用も考えましょう。

主治医のいる病院

入　院

受入れができない
※主治医のいる病院が他医療機関に連絡

受入れができる

受入れができない受入れができる

できない

入院が必要又は
可能になった場合

できる

早期に安心安全な場所の確保

福祉避難所への避難の可否（主治医が判断）

郡山市障がい福祉課

福祉避難所（緊急一時避難）
※家族が同伴し介護、医療的ケアの実施

他の受入れ可能な医療機関

※医療機関、相談支援専門員、医療的
ケア児等コーディネーターなどの連携

避難指示が解除し、
在宅が可能な場合

（在宅）
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障害者総合支援法に基づき、居宅介護、家事援助、移動支援
等を行う。入浴、排泄、移動、体位変換などの日常生活の支援
の他、買い物や外出、通院支援も行う。吸引や経管栄養等の
ケアを行えるスタッフがいる事業所もあり、複数利用するこ
とも可能。

医療的ケア児等の相談支援業務、相談支援専門員等への
スーパーバイズ、リスクマネジメント、地域に必要な資源等の
改善、開発に向けての実践。（「医療的ケア児等コーディネー
ター養成研修テキスト」より抜粋）

市役所、ニコニコこども館、行政センター、保健所等で、地域
住民の健康を支援し、健康課題の解決に取り組む。家庭訪問
等を行いこどもや家族全員の健康状態を把握する他、個別
の相談に応じ、医療的ケア児等コーディネーターや関係機関
と連携し支援を行う。

こどもの成長発達を促すための保育（養護と教育）や療育
（障がいのあるこどもの発達支援）の実施。親が働くことを支
援、地域社会の子育てを応援する。

就学や学校生活に関する相談やこどもの発達やニーズに応
じた教育を行う。

サービスや制度、施設利用等についての説明や申請手続き
等を行う。地域に必要な資源の改善、開発に向けて取り組
む。

医療、保健、福祉、子育て、教育、保育等を総合的に調整し、こ
ども・家族の支援につなげる。在宅生活を送るうえで、医療
的ケア児等を支援するチームをサポートする。
各種サービスの紹介や相談、地域に必要な資源の改善、開発
にむけて取り組む。

こどもの病状や家族の状況・思い、医療機器、地域の資源
や医療保健福祉サービスなども総合的に判断して退院調整
を進める。NICUを有する医療機関の主治医は、こどもの在
宅移行後も呼吸器管理や定期的フォローアップ等を行う
他、地域の病院と連携しながら支援を行う場合もある。
主治医は、必要に応じて各種社会資源の意見書や申請書を
作成する。

病棟看護師はこどもの状況に応じ、家族の思いに寄り添い
ながら、退院までの意思決定、育児技術取得、緊急時の対
応、試験外泊等、支援する中心的役割を担う。
外来看護師は、主治医や病棟看護師、保健師と連携しながら
こどもと家族が安心して在宅生活が送れるようフォローす
る。また、医療消耗物品などを出す。

訪問看護ステーションの訪問看護師は、主治医と連絡を取り
ながら、自宅に定期的に訪問しこどもの健康状態の観察や
育児ケアを一緒に行うとともに、家族の相談相手となる。ケ
ア方法や体調変化の際の対応や受診のタイミングについて
も支援する。

医療機関の地域連携室（医療機関により名称は異なる）に所
属し、こどもと家族のニーズに応じた医療保健福祉サービス
についてのアドバイスや活用、地域関係機関との連携等を行
う。地域連携室には医療機関により異なるが、社会福祉士・
看護師・保健師・心理士等の資格を有する職種がおり安心
してスムーズに退院調整が進むように支援する。

運動機能の回復、麻痺の進行や拘縮、変形予防のトレーニン
グ、また呼吸リハビリなどを行う。車いすや座位保持装置等
についてもアドバイスや作製や操作の支援を行う。

遊びや身辺動作、コミュニケーション等、日常生活での様々
な活動ができるよう支援する。道具の工夫や環境整備など、
こどもがいきいきと生活できるようアドバイスする。

ことば、摂食・嚥下の問題にアプローチし、リハビリを行う。

地域の相談支援事業所に所属し、こどもと家族のニーズに応
じて生活実態を把握したうえで情報提供し定期的にサービ
ス調整を担う。居宅介護、短期入所、児童発達支援、放課後
等デイサービスなど福祉サービスを利用する際に、相談支援
専門員がサービス等利用計画書（障害児支援利用計画）の案
を作成し、それを参考に市町村がサービス支給の決定を行
う。高齢者におけるケアマネージャーと同様の役割を担う。

５　支援者（支援チームの構成員）とその役割について

医療的ケアが必要なこどもは、医療・福祉・保健・教育など様々な分野の支援が関連することが多
いため、多職種がチームとなって、こどもやご家族と一緒に支援を考えていきます。

医療ソーシャル
ワーカー

PT　理学療法士

OT　作業療法士

ST　言語療法士

相談支援専門員

看護師

医療機関

在宅

医
 

 

療

福
 

祉

医師

支援者 役 割 主な支援機関

病院

病院・訪問看護ステー
ション
児童発達支援事業所

相談支援事業所

訪問看護ステーション

病院・診療所

病院・診療所

【引用・参考文献】
１） 新潟県NICU入院児退院調整ガイドブック第2版　新潟大学医歯学総合病院　総合周産期母子医療センター
新潟県福祉保健部　2019年 3月

２） 医療的ケアが必要なお子さんと家族のための支援ガイドブック　宇都宮市　宇都宮市子ども発達センター　
宇都宮市発達支援ネットワーク会議　2020年 2月

福
 

祉

保
 

健

保
 

育

教
 

育

行
 

政

保育士

教育相談員
教員

市役所職員

医療的ケア児等
コーディネーター

保健師

医療的ケア児等
コーディネーター

介護福祉士・
ホームヘルパー

支援者 役 割 主な支援機関

保育所
認定こども園
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス
事業所

教育委員会
総合教育支援センター
幼稚園
小・中学校、高等学校
特別支援学校

こども家庭支援課
障がい福祉課
保育課
こども政策課
行政センター
保健所
教育委員会
総合教育支援センター

障がい福祉課

こども家庭支援課（ニ
コニコこども館）
（子育て世代包括支援
センター）
保育課
障がい福祉課
行政センター
保健所

各事業所・機関

居宅介護事業所
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（利用曜日・時間等も含む）：（利用曜日・時間等も含む）：

（利用曜日・時間等も含む）：

（利用曜日・時間等も含む）：

（利用曜日・時間等も含む）：

（利用曜日・時間等も含む）：

①
氏名

②
氏名

2

６　情報共有のためのシート

＜共有情報（基本データ）＞

情報共有のためのシートは、『子育てサポートブック～いけあキッズ郡山ver～』を活用します。障が
い福祉課で以下のシート作成の支援を行い、ご家族に渡します。（合計10 シート）

郡山市ウェブサイト
『子育てサポートブック～いけあキッズ郡山 ver～』
URL:https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/65/5489.html

子育てサポートブック～いけあキッズ郡山ver～
① プロフィール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1.2
② 緊急時の連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p3
③ 健康情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p11
④ 現在の関係機関（支援チーム）・・・・・・・・・・・・・・p14
⑤ 生活について（医療的ケアの状況）・・・・・・p16.17
⑥ 緊急対応シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p31.32.33

1 1－（ １ ）３－（ １ ）

1 6 －（ １ ）1 4 －（ １ ）２－（ １ ）１－（ １ ）

支援概要に利用日・
時間も記入のこと

⑤⑥は必ずお薬手帳、
医療的ケア指示書の添付

QRコード
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＜医療的ケアに関する指示書＞

郡山市として作成したものです。郡山市ウェブサイトに掲載しておりますので、ご活用ください。
URL:https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/65/5489.html

3 1－（ １ ）1 7－（ １ ）

3 3 －（ １ ）3 2－（ １ ）

児童名 生年月日 　年　    　月　    　日生

記入日

指示期間

医療機関名

所在地

電話番号

医師名

種類

部位

カテーテルサイズ

吸引圧

挿入の長さ

頻度

種類

チューブサイズ

挿入の長さ

内容・量

実施時間

注入時間

内容・量

実施時間

注入時間

内容・量

実施時間

カテーテルサイズ

挿入の長さ

頻度□ 導 尿

注意点等

注意点等

□ 経管栄養

□ 経鼻       　□ 胃ろう　      □ 腸ろう

栄養剤

薬剤

水分

＜施設で必要な医療的ケア＞

指示内容

□ 喀痰吸引

□ 口腔内　      □ 鼻腔内      　□ 気管内

注意点等

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日　　～　　令和　　　年　　　月　　　日

主治医

　　　　　　　　　　　　　　                　  （自署または記名押印）

医療的ケアに関する指示書　

指示先

①（施設名）

②（施設名）

新たに追加になった場合： 記入日（令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日）

③（施設名）

新たに追加になった場合： 記入日（令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日）

     ※　医療的ケアに関する指示書（原本）は、ご家族が保管してください。（子育てサポートブック～いけあキッズ郡山ver～に綴る）

     ※　施設への指示書の提出は、原本をコピーしてご使用ください。

     ※　指示期間内に新たに施設利用が追加になった場合、指示内容に変更がなければ原本に（施設名）及び記入日を主治医に追記して
         もらい、 コピーして施設にご提出ください。

指示先の施設名を複数記載することで1部記載により、
複数の施設で使用できます。

QRコード
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７　参考

＜個人情報の取扱について＞

郡山市医療的ケア児等生活支援調整の手引きにおける個人情報の取扱いは、「県中医療圏退院調
整ルール」に準じた取扱いとします。

　　
　～以下、「県中医療圏退院調整ルール」より抜粋～

医療・介護関係者間の連携においても、個人情報の取扱には細心の注意を払わなければなりません。
しかし、個人情報保護を優先するあまり、互いの連携がうまくいかないのでは、結果的に患者に不
利益となります。そこで、厚生労働省から出されている『医療・介護関係事業者における個人情
報の適切な取扱いのためのガイドライン』を参考にしてください。

『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』は、
厚生労働省のホームページから入手できます。
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

《退院調整ルールに関連する内容のポイント》
〇　医療機関は、院内（掲示板等）に「当院では、適切な医療・介護サービスのために、
患者の個人情報はその患者が関係する医療・介護関係者に提供します。異論がある
場合は申し出てください。」という内容の文書を掲示しておき、反対がなければ患者の
関係する介護事業所や診療所に個人情報を提供してよい。
〇　介護事業所は、利用者との契約時に同意をもらうことで、利用者が関係する医療・
介護事業者には個人情報を提供することができる。

QRコード

種類

種類

酸素流量

実施時間

内容・量

実施時間

種類

切開術式

カニューレ種類・
サイズ

機種

設定条件

換気回数

□ 発作対応

種類
 □ てんかん  　□ 喘息　  □ アレルギー(アナフィラキシー)

 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 　）

対応

□ その他

【必要に応じて別紙添付】

＜緊急時の対応＞

想定される緊急事態 対　　　　応

□ 気管切開部の
　ケア

 □ カニューレ状態確認　    □ ガーゼ交換　    □ 人工鼻

 □ 単純気管切開　  □ 喉頭気管分離　  □ その他（　　　　　　　）

注意点等

□ 人工呼吸器

注意点等

指示内容

□ 薬液吸入

注意点等

□ 酸素吸入

□ 鼻腔　    □ 気管　    □ その他（　　　　　　　　　　　　　）

注意点等

＜記入例＞
・胃ろうチューブの事故抜去
・嘔吐等の消化器症状

・医療機関受診
・医療機関受診

・てんかん発作時の嘔吐
・気管カニューレ事故抜去
・誤食によるアレルギー症状

・体を横に向かせて、吐物を飲み込まないようにする。
・医療機関受診
・抗アレルギー薬、ステロイド剤等の屯用の投与、医療機関受診  など
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＜
郡
山
市
医
療
的
ケ
ア
の
必
要
な
こ
ど
も
の
サ
ポ
ー
ト
や
制
度
＞

＜医療的ケア児が利用できる社会資源＞
令和３年11月１日現在の事業所になります。対象となる医療的ケア児等及び利用
の詳細については各事業所に問合せてください。
URL:https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/65/5489.html

【放課後等デイサービス 】
№ 施　設　名 住　　所 電　　話

【 障害児相談支援事業所 】
№ 施　設　名 住　　所 電　　話

1 自立生活センター
オフィスIL 西ノ内二丁目11-15 024-934-0118 児・者

2 相談支援事業所
おれんじ 富田東二丁目 124 024-933-7350 児

3
福島県総合療育センター
（児童発達支援センター
 そよかぜ）

富田町字上ノ台4-1 024-951-0250 児

【 児童発達支援 】
№ 施　設　名 住　　所 電　　話

1 めばえ学園 富田東二丁目124 024-933-1217 未就学児

2

3

重症児通所支援事業所
キッズサポートこおりやま 八山田西四丁目136 024-983-4471 未就学児

児童通所支援事業所
さくらんぼ

富久山町八山田字
土布池55-1 024-954-8506 未就学児

4
福島県総合療育センター
（児童発達支援センター
 おひさま）

富田町字上ノ台4-1 024-951-0250
未就学児
医療型児童発達
支援（身体不自由児）

対　　象

対　　象

対　　象

1 児童通所支援事業所
さくらんぼ

富久山町八山田字
土布池55-1 024-954-8506 就学児

2

3

福島県総合療育センター
（児童発達支援センター
 ひだまり）

富田町字上ノ台4-1 024-951-0250 就学児

重症児通所支援事業所
キッズサポートこおりやま 八山田西四丁目136 024-983-4471 就学児

4 放課後等デイサービス
ひかり富田教室 富田町字上赤沼4-8 024-973-5417 就学児

医 療内
容

連
絡
・
相
談
窓
口

医
療
機
関

（
主
治
医
）

郡
山
市
保
健
所

こ
ど
も
家
庭
支
援
課

障
が
い
福
祉
課

障
が
い
福
祉
課

相
談
支
援
事
業
所

こ
ど
も
家
庭
支
援
課

障
が
い
福
祉
課

生
活
支
援
課

こ
ど
も
家
庭
支
援
課

行
政
セ
ン
タ
ー

（
母
子
保
健
・
保
健
師
）

（こ
ども
家
庭相

談セ
ンタ
ー）

保
育
課

教
育
委
員
会

総
合
教
育

支
援
セ
ン
タ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

□
 地
域
の
小
児
医
療
の
中
心
に
な
る
病
院（
福
島
県
立
医
大
附
属
病
院
、太
田
西
ノ
内
病
院
、星
総
合
病
院
、寿
泉
堂
綜
合
病
院
、南
東
北
病
院
、総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
な
ど
）

 
□
 発
達
支
援
の
専
門
外
来
や
リ
ハ
ビ
リ
が
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関（
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
、太
田
西
ノ
内
病
院
、星
総
合
病
院
な
ど
）

 
□
 自
宅
へ
看
護
師
等
が
訪
問
し
て
医
療
的
ケ
ア
や
訓
練
・
サ
ポ
ー
ト（
訪
問
看
護
事
業
）

□
 精
神
疾
患
の
外
来
医
療
費
の
軽
減（
自
立
支
援
医
療
：
精
神
通
院
医
療
）

□
 指
定
難
病
の
患
者
へ
医
療
費
を
助
成（
難
病
医
療
費
助
成
）

□
 未
熟
児
に
医
療
費
を
助
成（
未
熟
児
養
育
医
療
）

□
 小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
患
者
へ
医
療
費
を
助
成（
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
助
成
）1
8歳
ま
で
 ※
必
要
な
場
合
は
20
歳
未
満
ま
で
延
長
申
請
可

□
 こ
ど
も
の
医
療
費
の
助
成（
こ
ど
も
医
療
費
助
成
）1
8歳
の
3月
31
日
ま
で

　
　
　
□
 身
体
の
障
害
の
改
善
の
た
め
の
手
術
費
費
用
等
の
助
成（
自
立
支
援
医
療
：
育
成
医
療
）1
8歳
未
満

 
□
 重
度
の
障
害
児
者
の
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成（
重
度
心
身
障
害
者（
児
）医
療
費
助
成
）1
8歳
の
3月
31
日
ま
で
は
こ
ど
も
医
療
費
が
優
先

□
 身
体
の
障
害
の
改
善
の
た
め
の
手
術
費
用
等
の
助
成

 
　
（
自
立
支
援
医
療
：
更
生
医
療
）1
8歳
以
上

　
　
　
　
　
□
 障
が
い
児
を
入
所
に
て
サ
ポ
ー
ト（
医
療
型
障
が
い
児
入
所
な
ど
）1
8歳
未
満

 
□
 通
い
な
が
ら
こ
ど
も
の
発
達
支
援
が
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス（
児
童
発
達
支
援
な
ど
）1
8歳
ま
で

 
□
 在
宅
で
の
介
護
サ
ポ
ー
ト（
居
宅
介
護
・
短
期
入
所
な
ど
）

 
□
 市
で
設
定
し
て
い
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス（
地
域
生
活
支
援
事
業（
相
談
支
援
・
移
動
支
援
な
ど
））

 
□
 手
帳
に
応
じ
た
制
度
利
用
や
税
金
・
公
共
料
金
等
の
減
免（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
保
健
福
祉
手
帳
）

 
□
 同
一
世
帯
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
し
て
い
る
方
が
複
数
い
る
場
合
：
一
定
の
基
準
額
を
超
え
た
場
合
の
差
額
の
償
還（
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
）

０
ヶ
月
　
～
　
11
ヶ
月

1歳
　
～
　
5歳

小
学（
6歳
～
）

中
学（
12
歳
～
）

高
校（
15
歳
～
）

18
歳
～

　
20
歳
～

医 　 療 　 費 福 祉 サ ー ビ ス 経 済 的 サ ポ ー ト 母 子 保 健 保 育 学 校 そ の 他

□
 こ
ど
も
の
養
育
者
に
手
当
支
給（
児
童
手
当
）1
5歳
の
3月
31
日
ま
で

□
 ひ
と
り
親
家
族
に
手
当
支
給（
児
童
扶
養
手
当
）児
童
が
中
程
度
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
に
な
る
月
ま
で

□
 在
宅
重
度
障
が
い
児
に
手
当
支
給（
障
害
児
福
祉
手
当
）2
0歳
未
満

□
 障
が
い
児
の
養
育
者
に
手
当
支
給（
特
別
児
童
扶
養
手
当
）2
0歳
未
満
　
（
特
別
児
童
介
護
手
当
）3
歳
以
上
20
歳
未
満

 
□
 保
護
者
が
掛
け
金
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、保
護
者
に
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、障
害
児（
者
）が
一
定
額
の
年
金
を
受
け
る

□
 生
活
困
窮
家
庭
の
最
低
限
度
の
生
活
保
障
支
援（
生
活
保
護
制
度
）

□
 保
健
師
等
の
訪
問（
未
熟
児
・
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
・
そ
の
他
）

□
 母
子
健
康
手
帳
交
付（
妊
娠
時
）

　
　
□
 ４
か
月
児
健
診
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
1歳
６
か
月
児
健
診

 
　
　
□
 １
０
か
月
児
健
診
  

　
　
□
 3
歳
児
健
診

□
 そ
の
他
母
子
保
健
事
業
を
実
施（
市
保
健
師
へ
相
談
）

　
 

 
 

 
□
 就
学
に
関
す
る
勉
強
会

□
 養
育
支
援（
産
後
ヘ
ル
パ
ー
、育
児
家
庭
訪
問
、子
育
て
短
期
支
援
事
業
、そ
の
他
）

 
□
 保
育
所（
入
所
に
関
す
る
相
談
・
申
込
）
 □
 幼
稚
園

 
□
 認
定
こ
ど
も
園（
入
園
に
関
す
る
相
談
・
申
込
）

 
 

 
 

□
 通
常
学
級
・
特
別
支
援
学
級
・
通
級
指
導
教
室
＜
小
学
校
＞
＜
中
学
校
＞

 
 

 
 

□
 特
別
支
援
教
育
補
助
員
配
置
の
考
慮

 
 

 
□
 就
学
相
談
会
 □
 障
が
い
福
祉
課
と
連
携
し
た
巡
回
訪
問

　
　
 

 
 

　
　
□
 特
別
支
援
学
校
＜
幼
稚
部
＞
＜
小
学
部
＞
＜
中
学
部
＞
　
 ＜
高
等
部
＞

 
 

 
 

 
 

　
 

　
　
　
　
□
 高
等
学
校
、専
修
学
校
　
□
 大
学
、短
大
、専
門
学
校

□
 在
宅
重
度
障
が
い
者
に
手
当
支
給

　
（
特
別
障
害
者
手
当
）2
0歳
以
上

□
 2
0歳
以
上
の
障
害
者
へ
の
年
金

　
（
障
害
基
礎
年
金
）

□
 2
4時
間
体
制
で
お
預
か
り（
療
養
介
護
）1
8歳
以
上

□
 日
中
の
通
所
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス（
生
活
介
護
）

□
 就
労
に
向
け
た
支
援（
就
労
移
行
支
援
等
）

□
 兄
弟
姉
妹
等
の
保
育
所
等
の
送
迎
や
預
か
り
等
の
子
育
て
支
援（
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
）
　
小
学
校
６
年
生
ま
で

QRコード
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【 生活介護 】
№

1 障がい者支援施設
南東北さくら館

日和田町梅沢字
丹波山3-2 024-968-1010 18歳以上

18歳以上

18歳以上

18歳以上

18歳以上

2

3

生活介護事業所
並木あじさい館

並木三丁目5-10
並木ビルB館 024-927-4005024-927-4005

生活介護事業所
夕陽の庭 安積北井二丁目184 024-946-2030

6 通所事業所
南東北さくら館

日和田町梅沢字
丹波山3-2 024-968-1010 18歳以上

18歳以上

18歳以上

7 ベストフレンドひまわり 喜久田町堀之内字
堂田12 024-955-6407

8

9

ホルンクラブ 土瓜一丁目143 024-954-6092

わーくIL（主）
たいむIL（従）
るーとIL（従）

下亀田18-4（主）
西ノ内一丁目11-11（従）
開成二丁目40-56（従）

024-939-7374（主）
024-973-5156（従）
024-953-4240（従）

18歳以上

4 寿訪問看護ステーション 並木三丁目6番3号
オフィス並木3

5 訪問看護ステーション
おはな 桑野二丁目9番3号

6 訪問看護ステーション・
エフズ 鳴神三丁目77-3

4

5

地域生活サポートセンター
パッソ

安積町笹川字
四角坦54-3

通所事業所ピッコラ 安積町笹川字
関谷田3-6

024-937-0201

024-953-5801

【 訪問看護 】
№

施　設　名

施　設　名

住　　所

住　　所

電　　話

電　　話

対　　象

対　　象

1 太田訪問看護ステーション 西ノ内二丁目5番20号 024-925-0661

024-956-2322

024-991-1042

024-931-4866

024-954-3341

024-983-3058

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

2

3

公益財団法人 星総合病院
星訪問看護ステーション 横塚二丁目20番36号

L-CUB訪問看護八山田 八山田三丁目8番2号

【 日中一時支援 】
№

1 児童通所支援事業所
さくらんぼ

富久山町八山田字
土布池55-1 024-954-8506

024-937-0201

024-951-0250

児

児・者

児

2

3

地域生活サポートセンター
パッソ

安積町笹川字四角坦
54-3

福島県総合療育センター 富田町字上ノ台4-1

【 短期入所 】
№

1 福島県総合療育センター 富田町字上ノ台4-1 024-951-0250

024-968-1010

児

18歳以上2 南東北さくら館
指定短期入所事業所

日和田町梅沢字
丹波山3-2

【 居宅訪問型児童発達支援 】
№

施　設　名

施　設　名

施　設　名

住　　所

住　　所

住　　所

電　　話

電　　話

電　　話

対　　象

対　　象

対　　象

1 郡山市立希望ヶ丘学園 希望ケ丘27-1 024-951-0262 ３歳～就学前まで
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８　郡山市医療的ケア児等生活支援調整の手引き運用関係機関

①　郡山市内の病院及び福島県立医科大学附属病院
②　対象児が利用している訪問看護ステーション
③　障害児相談支援事業所
④　児童発達支援事業所（居宅訪問型も含む）
⑤　放課後等デイサービス事業所
⑥　生活介護事業所
⑦　特別支援学校・地域の学校
⑧　保育所・認定こども園
⑨　地域支援者
⑩　郡山市障がい福祉課・こども家庭支援課・行政センター保健師　　　　　　　等　　　　　

※　支援チームの構成員が参加機関の対象となります。生活支援調整の手引きは、医療、福祉、保健、
保育、教育、行政等の関係機関が支援チームとして連携・協働しやすくするための標準を定めた
「ツール」であり、強制的な効力を持つものではありません。個別の事情に応じた対応が必要な場
合は、関係機関で適宜調整し円滑な支援がなされるよう、柔軟な対応をお願いします。

９　郡山市医療的ケア児等生活支援調整の手引きの見直し

郡山市医療的ケア児等生活支援調整の手引きは運用後、手引き運用評価会議を開催し、定期的に運
用状況の確認・評価を行い、必要に応じ関係諸機関との協議の上、適宜見直しを行っていきます。

郡山市医療的ケア児等の支援に関するワーキンググループ（協議の場）
構　成　員

№ 所　　　属 職　　　種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

指導主事

指導主事

放課後児童クラブ相談員

保健師

担当職員

保健師

保健師

担当職員

担当係長

保健師

医療的ケア児等コーディネーター

学校教育推進課

総合教育支援センター

こども政策課

保育課

　

こども家庭支援課

保健所

健康政策課

障がい福祉課

教育委員会

　　　

こども部

　　　

保健福祉部

庁内関係各課

№ 所　　　属 役　　　職

12

13

14

医療的ケア事務局主任

地域支援アドバイザー

地域支援アドバイザー

福島県立郡山支援学校

　

福島県立あぶくま支援学校

オブザーバー

第１回 令和４年 ５月 予定

第２回 令和４年 １０月 予定

第３回以降 年１回 １０月 予定

手引き運用評価会議開催予定     
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郡山市医療的ケア児等支援調整会議委員 郡山市医療的ケア児等支援調整会議スケジュール
（郡山市医療的ケア児等生活支援調整の手引き策定）

事務局

敬称省略

出席者数

37名

28名

36名

25名

対象・参集範囲会　議　等月年度所　　属 役　　職 氏　名
障がい児子育て支援サークル　はっぴぃスマイル

太田西ノ内病院

星総合病院

福島県総合療育センター

福島県立医科大学附属病院

　

太田西ノ内病院

　

星総合病院

　

寿泉堂綜合病院

　

総合南東北病院

　

福島県総合療育センター

　

太田訪問看護ステーション

訪問看護ステーション　おはな

郡山市障がい者自立支援協議会子ども支援部会（部会長）

障害児相談連絡会（代表）

児童発達支援事業所連絡会（代表）

放課後等デイサービス連絡会（代表）

福島県立郡山支援学校

福島県立あぶくま支援学校

郡山市総合教育支援センター

郡山市こども家庭支援課

郡山市保健所健康政策課

福島県立医科大学看護学部（アドバイザー） 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

会長

小児科部長　周産期センター次長

病院長補佐　兼　小児科部長

所長

患者サポートセンター　看護師長

患者サポートセンター　主事

看護科長

係長

小児病棟　看護師長

総合相談課　主任

病棟主任補佐

医療福祉課　社会福祉士主任補佐

看護部部長　福島県看護協会副会長

医療相談課　課長

主任看護技師

主任保健技師（地域支援室）

所長

管理者

総合児童発達支援センターアルバ  管理者

相談支援事業所 ecco　相談支援専門員

めばえ学園　園長

重症児キッズサポートこおりやま　管理者

医療的ケア事務局長

地域支援アドバイザー

指導主事

母子保健係長

主任

小児・精神看護学部門（小児看護学領域）講師

佐藤　千夏子

生井　良幸

佐久間　弘子

森田　浩之

岩﨑　美樹

齋藤　圭太

渡邊　順子

佐久間　千恵

佐久間　直美

木元　彩乃

根本　志代

遠藤　晶子

窪 　 睦 子

野本　尚子

鈴木　里美

齋藤　美智子

猪俣　三保

馬場　拓也

三島木　尚也

田 部 　 桂

安田　朱里

渡邉　純子

横 田 　 愛

上 妻 　 弘

田中　宏明

氏家　敦子

半澤　恵美

古溝　陽子

郡山市障がい福祉課29

30

31

係長

技査

医療的ケア児等コーディネーター

伊 藤 　 博

橋本　祐美

村田　栄子

〇講師
〇支援調整会議委員
●医師　●看護師　●SW　●保護者
●訪問看護師　●子ども部会メンバー
●WGメンバー　●アドバイザー
〇郡山市障がい者自立支援協議会子ども部会
●障害児相談連絡会
●児童発達支援事業所連絡会
●放課後等デイサービス事業所連絡会
〇生活介護事業所

〇医ケア児等の支援に関するWG

〇支援調整会議委員

〇医ケア児等の支援に関するWG

〇第１回「支援調整会議」と同じ

〇支援調整会議委員

〇医ケア児等の支援に関するWG

◎すべての関係機関、団体等
●病院　●訪問看護事業所
●教育機関　●相談支援事業所
●通所事業所　●行政センター　等

〇支援調整会議委員

第１回「支援調整会議」　※ 研修会（動画）・・未受講の方
　　　　　　　　　　　　関係者意見交換会（27日）

※ 第1回「支援調整会議」研修会動画配信 （21日～26日）

4

3

4

6

7

9

10

11

5

10

第2回「支援調整会議」 （22日）

第1回手引き運用評価会議

第2回手引き運用評価会議

第1回ワーキンググループ
 ：研修会（第１回「支援調整会議」研修会・録画）
 ：支援調整会議委員の決定　会議の目的、
　 　スケジュール等の確認 （20日）

第2回ワーキンググループ：調整 （29日）

第3回ワーキンググループ：調整　書面開催 （14日）

アドバイザー支援

※  研修会(動画)：医療的ケア児等のライフステージに応じた支援
●  事業の概要とスケジュールについて
●  関係者による（仮称）退院調整ルールについての意見交換
　  （グループワーク）

第３回「支援調整会議」　※ 研修会（動画配信）
　　　　　　　　　　　　関係者意見交換会 （13日）

アドバイザー支援

※  研修会(動画)：小児医療在宅支援の動向と多職種連携について
●  関係者による（仮称）退院調整ルール案についての意見交換
　　　　　　　　　　　（グループワーク）

第４回「支援調整会議」　動画配信及び書面開催
　　　　　　　　　　  意見シートの提出 （6日～21日）

アドバイザー支援●  ルールの策定

生活支援調整の手引き運用開始

アドバイザー支援

●  関係者意見交換会の意見を踏まえた
　  （仮称）退院調整ルール案策定

運用開始に向けた全体説明会（動画配信）　（19日～11月30日）

●  （仮称）退院調整ルールの名称決定
　  『郡山市医療的ケア児等生活支援調整の手引き
　  （通称：いけあキッズ郡山ルール）』とする
●  手引きの説明、周知と協力依頼
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作成のお手伝いを障がい 

福祉課で行いますので、 

お気軽にお問合せくださ 

い。 

 

 

 

 

  

  

           Tel 024-924-2381 Fax 024-933-2290 

お子さんの成長の記録をま 

とめておくことでサービス 

を受ける時も役に立ちます。 

 

（多職種連携・協働） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 在宅時の生活支援 

②退院調整支援 

 

④災害時の対応 

「いけあキッズ郡山ルール」｢子育てサポ

ートブック～いけあキッズ郡山 ver～｣は 

郡山市ウェブサイトに掲載しています。 

URL:https://www.city.koriyama.lg.jp/fu

kushi/fukushi_kaigo/5/30335.html 
詳しい内容、ご相談は 

障がい福祉課に 

お問合せください。 

 

 

 

 

 

 
総合相談窓口 

 
医療的ケア児等コーディネーター 

 

「いけあキッズ郡山ルール」ってなぁに？ 

 

医療的ケアを必要とするお子さ

んや重症心身障害をお持ちのお

子さんとそのご家族が安心して

地域の中で在宅生活が送れるよ

う、医療機関（病院）や福祉、

保健、教育、保育、行政等の関

係機関が支援チームとして連携

・協働するためのしくみです。 

 

 
愛称

（ニックネーム）

子育てサポートブック
～いけあキッズ郡山ver～

ふりがな

氏名

支援チームには調整役がいます。 

調整役は主に相談支援専門員、 

医療的ケア児等コーディネーター 

（郡山市）が担っています。 

 

・関係機関との情報共有・連携 

・本人・ご家族の相談や必要な 

サポート 等     

 

◆本人・ご家族が地域で安心して暮らせるよう、普段から関係機関による支援チ

ームが連携し、入院及び支援を要する出来事や困り感等について早期に把握し、

支援ができるようにします。 

 

◆入院から退院、在宅に移行する際、医療機関（病院）と関係機関が情報共有

し、在宅生活に向けて安心して退院できるよう支援します。 

 

◆ライフステージの変化（乳幼児期・学齢期・卒業後）や成長発達に合わせて

チームで切れ目のない支援をします。 

 

 

 

 

 

◆災害時の備えとして平常時からの備えについて、子育てサポートブック～い

けあキッズ郡山 ver～等で情報を提供します。             

①災害に対する情報の入手について ②停電時の備え ③避難経路・場所  

④災害発生時の対応 ⑤緊急対応シートの作成  等 

 

 
令和３年 11 月運用開始 

郡山市障がい福祉課 

医療的ケア児等コーディネーター 

 

 

 
医療的ケアや重症心身障害をお持ちのお子さんとそのご家族の皆様へ 

 

③ライフステージ毎の支援 

 

 

 

 
どんな支援が受けられるの？ 
 

(通称)「いけあキッズ郡山ルール」を策定しました。 

 

医療的ケ
ア児等

ご家族

医療

福祉

保健

行政

保育

教育

支援チーム 

 

 

支援チームが連携していくための情報共有

のツールとして、子育てサポートブック～い 

けあキッズ ver～を活用します。 

 

 子育てサポートブックを作りましょう！  

～チームで誰一人取り残さない支援を～ 

 

≪調整役の役割≫ 

 

 【QRコード】 

 

第１回郡山市医療的ケア児等支援調整会議

第２回郡山市医療的ケア児等支援調整会議

第３回郡山市医療的ケア児等支援調整会議

第４回郡山市医療的ケア児等支援調整会議 郡山市医療的ケア児等生活支援調整の手引き
（通称：いけあキッズ郡山ルール）

動画配信および書面開催

講師：NPO法人地域福祉
ネットワークいわき

いわき基幹相談支援センター
社会福祉士　時實　祐志  様

講師：福島県立医科大学
看護学部

小児・精神看護学部門
古溝　陽子先生

全体説明会　＜ 動画配信 ＞

研修会 … 動画配信 関係者意見交換会

研修会 … 動画配信 関係者意見交換会

QRコード

https://www.city.koriyama.lg.jp/

soshiki/65/5489.html
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医療的ケア児ってなぁに？ 

 

 

 
 

 

令和 3年 6月 修正 

 

 

医療的ケア児等コーディ 

ネーター（調整機能） 

相談窓口：郡山市障がい福祉課 （本庁舎 1階） 

TEL 024-924-2381    FAX 024-933-2290 
 

 医療的ケア児等コーディネーターってなぁに? 

            

○ どんな支援が受けられるの？ ○ 子育ての悩み。 

○ 保育所、幼稚園に通わせたい。 ○ 小学校は？ 

○ 医療的ケアや生活のお世話がたいへん。 ○ 災害時の避難は？    など 

支援のイメージ 

日常生活の中で長期にわたり医療的ケア（※）を必要とするお子さまを       

『 医療的ケア児 』といいます。 

 （※） 〇 吸引 〇 吸入・ネプライザー 〇 気管切開の管理 〇 カニューレ 

〇 人工呼吸器 〇 咽頭エアウェイ 〇 酸素療法 〇 中心静脈栄養 

〇 経管栄養（経鼻・胃ろう・腸ろう） 〇 透析 〇 人工肛門 

〇 導尿（自己導尿も含む） 〇 インスリン注射        

〇浣腸（医療機関から処方されたもの）     〇てんかん発作時の座薬挿入   など                        

どんなことを相談できるの？ 

 

皆様からの相談をもとに、『 医療的ケア児  』

と『重症心身障がい児』が地域で安心して暮ら

せるよう、医療、福祉、行政、地域、教育の分

野と連携し、適切な支援を総合調整するため

の専門員です。 

 

 

医療的ケア児や重症心身障がい児等、お一人ひとりを適切な支援につなげていけるよう、医療的ケア

児等コーディネーターを配置しておりますので、相談窓口までお気軽にご連絡ください。 

重症心身障がい児のお子さまの相談もお受けします。 
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